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可 決可 決令和３年度花巻市一般会計補正予算（第８号）

花巻市過疎地域持続的発展計画を可決花巻市過疎地域持続的発展計画を可決

可 決可 決

要旨 ･･･��過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が制定されたことに伴い､ 花巻市過疎地域
持続的発展計画を新たに策定するもの。

質　疑

○質問･･･�大迫町中心商店街の電柱を無電柱化する必要があるのではないか。まちの活性化への意欲高揚､
防災、歩行者の安全確保、景観向上のためにも国土交通省が推進している無電柱化の整備を早急
に検討するべきではないか。

　答弁･･･�電柱の移設・移転については､中心商店街と協議しているが、まずは町並み整備の事業を検討して
いる。今後、町並み整備の検討と併せて電柱についても地域および中心商店街と協議し事業を進
めていく。

○質問･･･�その地域のものをどのように生かし、関係する人たちを呼べるようなまちにして､少しでもまち
に活力を生み出そうというのは､ワークショップで出された地域の意見だと思っている。ワーク
ショップの手法をとったことで､地域住民も期待をしている。地域の声をどう生かしていくのか
知恵を絞るべきだと思うが所見を伺う。

　答弁･･･�過疎地域持続的発展計画は短期間で作成した。地域住民が計画の作成に参加し､非常に素晴らし
い意見をいただいた。また､市の職員も大変な作業であったが、よく間に合ったというのが実感で
ある。したがって､完璧な計画ではないかもしれないが、この部分は認めていただいて前に進んで
いきたい。その上で､市民の声を聞くことは､今後続けていきたい。

要旨 ･･･�農作物災害復旧対策事業、スポーツ施設環境整備事業、過年度精算に伴う国県支出金返還金
等の追加に伴う歳入歳出予算の補正および地方債の補正。歳入歳出それぞれ７億 3,955万円
を追加し、総額 514億 4,305万 1千円とするもの。

　

○質問･･･�定住促進事業費について､ 150万円の県補助を受け新規にこの事業を始めるという理解でよいか
伺う。

　答弁･･･�若者世代空き家取得支援事業については､岩手県が若者世代への住宅支援の一環で実施している
補助事業の一つである。今回の要件は､若者世代39歳以下への助成であり､市町村が実施する空き
家バンクに登録されている空き家を取得すること。また、取得した空き家に5年以上継続して居住
する意思を有すること等といった内容となっている。奨励金は同一の建物に対して１回限り30万
円を交付。

○質問･･･�花巻球場の観覧席の防水対策、改修の具体的内容について伺う。
　答弁･･･�球場のバックネット裏のメイン観覧席やその他観覧席の下のトイレ､事務室などが雨漏りしてい

る状況｡雨漏りを防ぐため､雨どいの取り付け､シーリングの補強､劣化している天井を改修する
予定。

○質問･･･�農作物災害復旧対策事業について、被害者に対する支援として県3分の１､市3分の１補助という
内容だと思うが、それに加えて市独自の施策が含まれているか伺う。

　答弁･･･�県の事業については、県3分の１､市3分の１補助である。県の対象にならない方がいるため、その
方については、市3分の１の補助となる。

議案審議

花巻市過疎地域持続的発展計画の策定に関し議決を求めること
について

　

○質問･･･電磁的記録等について、各事業所におけるデジタル化の現状について伺う。
　答弁･･･ ほとんどの園においては、パソコンを使用した業務を行っているため、対応できないことはない

と思われる。

○質問･･･未整備施設への財政的支援について伺う。
　答弁･･･ パソコンやシステムを導入するために別枠の補助金がある。

可 決可 決
要旨 ･･･�特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部改正に伴い、電磁的記録等について定めようとするもの。

花巻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す
る基準を定める条例の一部を改正する条例

質　疑 　
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